
 

審査会において適当と認めた要配慮個人情報の取扱いに関する類型 

 
番 

号 
類                              型 取り扱う要配慮個人情報の項目 

１ 
相談、陳情、要望、意見、主張、見解等の取扱い事務 
 市民等の意思により要配慮個人情報が提供され、実施機関

として当該個人情報を取り扱うことになる場合。 
全ての項目 

２ 

作文等のコンクール、試験等の事務 
 作文等のコンクール、試験及び研修等において作成される

作文及び論文等の記載内容に含まれる要配慮個人情報を取

り扱う場合。 

〇人種 
〇信条 
〇社会的身分 
〇病歴 
〇犯罪の経歴 
〇犯罪により害を被った事実 
〇心身の機能の障害 

３ 
栄典、表彰等の事務 
 栄典、表彰等の事務を行うに当たって、候補者の犯罪の経

歴等に関する要配慮個人情報を取り扱う場合。 

〇犯罪の経歴 
〇刑事事件に関する情報 
〇少年保護事件に関する情報 

４ 

海外交流者の取扱いに関する事務 
 国際交流に資するため、海外からの研修者、来客等を受

け入れるに当たり、滞在中の生活に支障を来たさないよ

う、また、相手方の生活習慣の違いに適切に対応するた

め、要配慮個人情報を取り扱う場合。 

〇信条 
〇病歴 
〇心身の機能の障害 
〇健康診断等の結果 
〇医師等による指導・診療・調剤 

５ 

講演会等における特別な配慮を要する人への配慮に関す

る事務 
 講演会、研修講座、イベント等を開催するに当たり、講

師、参加者等の関係者に適切な配慮を行うため要配慮個

人情報を取り扱う場合。 

〇病歴 
〇心身の機能の障害 
〇健康診断等の結果 
〇医師等による指導・診療・調剤 

６ 
職員等の採用、附属機関等の委員及び講師の選任等の事務 
 合理的範囲内で適性等を判断するため、病歴等に関する要

配慮個人情報を取り扱う場合。 

〇病歴 
〇心身の機能の障害 
〇健康診断等の結果 
〇医師等による指導・診療・調剤 

７ 

補助金、給付金等の事務 
 特定の疾患、障害等に関する制度の対象となるか判断す

るに当たり、その要件等を確認するため、病歴等に関する

要配慮個人情報を取り扱う場合。 

〇病歴 
〇犯罪の経歴 
〇心身の機能の障害 
〇健康診断等の結果 
〇医師等による指導・診療・調剤 
〇刑事事件に関する情報 
〇少年保護事件に関する情報 



 

８ 

緊急時における急病人等の処置及び報告書類等の作成事務 
 急病人や怪我人が発生した場合の処置、また、関係機関

や家族等に行う連絡・報告に要配慮個人情報の収集が必要

となる。 

〇病歴 
〇心身の機能の障害 
〇医師等による指導・診療・調剤 

９ 
カメラ等による撮影の事務 
 本人を撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個

人情報を収集する場合。 

〇病歴 
〇心身の機能の障害 
〇医師等による指導・診療・調剤 
〇刑事事件に関する情報 
〇少年保護事件に関する情報 

 


